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会議録 

会 議 の 名 称 第１回 清須市総合計画審議会 

開 催 日 時 
平成３０年７月２５日（水） 

午前９時３０分～１１時４０分 

開 催 場 所 清須市役所 南館３階 大会議室 

議 題 

１ 開会 

２ 市長あいさつ 

３ 委員紹介 

４ 会長選出 

５ 会長あいさつ 

６ 諮問 

７ 副会長選任 

８ 清須市総合計画審議会の公開等について 

９ 議事 

⑴ 清須市第２次総合計画（後期基本計画）の策定の考え方に

ついて 

⑵ 清須市第２次総合計画（後期基本計画）の策定のながれに

ついて 

⑶ 清須市第２次総合計画（後期基本計画）の策定に向けて 

１０ 閉 会 

会 議 資 料 

会議次第、委員名簿、配席図 

〔会議資料〕 

資料１ 清須市総合計画審議会設置条例・清須市総合計画審議

会の公開等（案） 

資料２ 清須市第２次総合計画（後期基本計画）の策定の考え

方（案） 

資料３ 清須市第２次総合計画（後期基本計画）の策定のなが

れ（案） 

参考資料１ 清須市第２次総合計画 概要版 

参考資料２ 清須市人口ビジョン 概要版 

参考資料３ 清須市まち・ひと・しごと創生総合戦略 概要版 

公開・非公開の別

（非公開の場合

はその理由） 

公開 

傍 聴 人 の 数 ０人 

資 料 ３ 
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出 席 委 員 

福田委員、水野委員、加藤委員、浅田委員、時田委員、河野委員、

後藤委員、渡辺委員、野田委員（会長）、水谷委員（副会長）、山

田委員、齋藤委員、前田委員 

欠 席 委 員 飯田委員、堀田委員 

出 席 者 （ 市 ） 永田市長、葛谷副市長、齊藤教育長、宮崎企画部長 

事 務 局 

〔企画部企画政策課〕 

河口企画部次長兼課長、藏城課長補佐、服部課長補佐兼企画政策

係長、石附主査 

会議録署名委員 福田委員、水野委員 

１ 開会 

（河口企画部次長兼企画政策課長） 

定刻となりましたので、ただいまから第１回 清須市総合計画審議会を開催いたし

ます。皆様には大変お忙しい中、ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。 

私は、企画部企画政策課長の河口と申します。どうぞよろしくお願いします。 

はじめに、審議会の開催に当たりまして、永田市長からごあいさつを申し上げます。 

 

２ 市長あいさつ 

（永田市長） 

皆様、おはようございます。 

このところ、本当に厳しい暑さが続いておりますけれども、本日は大変お忙しい中

ご出席をいただきました。誠にありがとうございます。 

また、委員の皆様方には、審議会委員へのご就任をお願いいたしましたところ、快

くお引き受けをいただきまして、誠にありがとうございます。これから大変お世話に

なりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

最近の暑さも異常なのですけれども、雨の降り方もちょっと異常でございまして、

先般、特に西日本で１週間ほど雨がずっと降り続きまして、大変な大災害になってし

まいました。清須は東海豪雨を経験いたしておりますので、他人事ではない、大変心

配をいたしておりますけれども、一日も早い復旧を願っているところでございます。 

昨日、国土交通省の職員の方とお話をしていたのですけれども、今回の豪雨は愛知

県にとってはラッキーだったということで、岐阜県も相当な被害に遭ったのですけれ

ども、高気圧がもうちょっと東に行っていたら、完全に愛知県がやられていたという

ことでございますので、これから雨期と言いますか、出水期に入りまして、緊張感を

持って対応していかなくてはいけないと思っているところでございます。 

さて、今回、委員の皆様に調査審議をお願いいたしますのは、平成 32 年度を始期

といたします清須市第２次総合計画の後期基本計画の策定でございます。 

清須市では、これまでのまちづくりの成果を基盤として、平成 28年 12月に第２次
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総合計画を策定いたしました。第２次総合計画では、第１次総合計画を継承しつつ、

「安心・快適で元気な都市」ということで、新たなステージのまちづくりを進めてい

きたいと考えております。 

今後、本市を取り巻く環境がより一層変化する中にあって、このような大きな目標

を実現するためには、市民の皆様とともに職員が一丸となって、本市の総合力を高め

ていく必要がございます。 

また、今後を見据えますと、将来にわたって活力のあるまちを維持していくために

は、人口の減少、そして少子高齢化への対応を引き続き進めていかなければなりませ

ん。幸いにして本市は、人口が少しずつではありますが増加をしております。 

ちなみになのですけれども、最近よく会合ではお話をさせていただくのですが、平

成 29 年の清須市の出生率が愛知県の市町村で第１位になりました。本当にうれしい

限りでございまして、これも、これまでの第１次総合計画、第２次総合計画に基づき

まして、子育て支援対策の充実や、区画整理をはじめとした基盤整備を行ってきたこ

とによって、若い世代の方が清須からあまり出ていかない、そして若い世代の方が清

須に引っ越しをして、そして子どもさんを産んでいただいたという結果ではないかと

思っているところでございます。 

しかし、全国的にはもう人口減少傾向に入っておりますので、近いうちに清須も減

っていくということで、第２次総合計画の人口推計では、平成 32 年から清須も人口

が減っていくという、そんな推計も出ているわけでございますけれども、それを少し

でも先延ばしをして、人口が減らないように努力をしていきたいと思っているところ

でございます。 

このような状況の中で、市民の皆様の安全で安心な暮らしを確保するとともに、若

い世代の方が子育ての希望を実現できる、子育てのしやすいまちづくりをさらに進め

ていくことが、これからの重要な政策課題と思っているところでございます。 

後期の基本計画は、これらの課題への対応を含めまして、市政運営を力強く進めて

いくための指針となる内容に作り上げてまいりたいと考えております。 

この総合計画審議会におきましては、委員の皆様方からそれぞれのお立場、視点で

活発なご意見、ご議論をいただければと思っております。 

今後のご審議をよろしくお願い申し上げまして、開会のお礼とごあいさつとさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３ 委員紹介 

（河口企画部次長兼企画政策課長） 

本日は、第１回目の審議会でございますので、会議を進行する審議会の会長がまだ

選出されておりません。会長の選出まで、事務局の方で進行をさせていただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

委員の皆様への委嘱状につきましては、本来お一人ずつお渡しすべきところですけ
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れども、時間の都合上、お手元に配付させていただいております。ご容赦ください。 

それでは、お手元の名簿にしたがいまして、委員の皆様のご紹介をさせていただき

ます。 

 

【委員紹介】 

  

４ 会長選出 

（河口企画部次長兼企画政策課長） 

それでは次に、審議会会長の選出に移らせていただきます。 

お手元の資料１の左側、清須市総合計画審議会設置条例の第４条第２項をご覧くだ

さい。 

会長は委員の互選によってこれを定め、副会長は委員のうちから会長が選任すると

なっております。 

会長は委員の互選で定めるということでございますので、これにつきましてご意見

がありましたら、お願いいたします。 

 

（福田委員） 

委員名簿 11 番の同志社大学 政策学部教授の野田遊先生にお願いしたいと思いま

すが、皆様いかがですか。 

 

「異議なし」の声 

 

（河口企画部次長兼企画政策課長） 

よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

それでは、野田委員に審議会の会長をお願いしたいと思います。 

野田委員、会長の席を用意させていただきますので、移動の方をよろしくお願いし

ます。 

 

５ 会長あいさつ 

（河口企画部次長兼企画政策課長） 

それでは、ここで野田会長から一言、ごあいさつをお願いしたいと思います。 

 

（野田会長） 

野田でございます。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

この後、色々とご議論をされていくということではあるのですけれども、清須市さ

んの場合は市民参加を積極的にやられていますし、さらには評価もきっちりとやられ

ているということで、他の計画である地方創生の計画もございますので、それぞれが
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有機的に結び付き合って、着実に進めていけるような計画にしていきたいと思いま

す。皆様、どうぞご協力よろしくお願いします。 

 

６ 諮問 

（河口企画部次長兼企画政策課長） 

ありがとうございました。 

それでは、会長が選出されましたので、ここで市長から、審議会への諮問に移りた

いと思います。永田市長、前の方へよろしくお願いします。 

 

（永田市長） 

清須市総合計画審議会 会長 野田遊 様 

 

清須市の総合的かつ計画的な行政の運営を図るための清須市第２次総合計画の後

期基本計画の策定について、総合計画の進捗状況や社会情勢の変化等への適確な対応

とともに、地方創生を推進する観点から、清須市総合計画審議会設置条例第２条の規

定に基づき、調査審議を求めます。 

よろしくお願いします。 

 

（河口企画部次長兼企画政策課長） 

ありがとうございます。野田会長、永田市長、席にお戻りください。 

なお、委員の皆様につきましては、諮問文の写しをお配りしたいと思います。 

また、永田市長におかれましては他の公務がございますので、ここで退席させてい

ただきます。 

それでは、ここからの会議の取り回しにつきましては、野田会長にお願いしたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

 

７ 副会長選任 

（野田会長） 

そうしましたら、ここからは私の方で会議の取り回しをさせていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

まず一番最初に、副会長の選任ということで、清須市総合計画審議会の副会長の選

任と、この総合計画審議会の公開等の決定をさせていただきたいと思います。 

一つ目の副会長の選任につきましては、先ほど冒頭でご紹介いただきました総合計

画審議会設置条例の第４条第２項、皆様にお配りさせていただいている資料にござい

ます。これの第４条第２項のところに、副会長は委員のうちから会長が選任するとい

うことになっておりますので、私の方で指名させていただきたいと思います。 

副会長は水谷委員にお願いしたいと思いますが、皆様、よろしいでしょうか。 
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「異議なし」の声 

 

（野田会長） 

ありがとうございました。 

水谷委員、よろしくお願いいたします。 

 

８ 清須市総合計画審議会の公開等（案）について 

（野田会長） 

次に、当審議会の公開等につきまして、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

（石附企画政策課主査） 

 企画政策課の石附と申します。 

 本日の事務局説明を担当させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 座って失礼いたします。 

【資料１（右側）を説明】 

 

（野田会長） 

ありがとうございました。 

事務局から総合計画審議会の公開等に関する案、資料１をご説明いただきました。 

どうでしょうか、皆様、何かご意見等がございましたら。よろしいですかね。 

会議の開催の７日前まで、それから傍聴を認める、会議録については委員名を含む

ものとして、署名委員お二人が毎回署名をしていただく。内容は１から 10 のとおり

でございます。 

一般的な内容だと思いますので、特に問題はないかと思います。よろしいでしょう

か。 

 

「異議なし」の声 

 

ありがとうございます。それでは、事務局の案のとおりで進めさせていただきたい

と思います。 

公開等の案の中でも出てきましたけれども、会議録署名委員の方々に、毎回事務局

の方で作っていただいた会議録について、これで良いということをご署名いただく役

回りがあるのですが、順番に回していただくということで、一番最初、本日の会議録

の署名委員は座席順ということで、福田委員と水野委員にお願いしたいと思います。

よろしいでしょうか。ありがとうございます。 
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９ 議事⑴ 清須市第２次総合計画の策定の考え方について 

（野田会長） 

それでは、議事に入ってまいりたいと思います。 

一番最初の議事ということで、後期基本計画の策定の考え方についてでございま

す。 

まずは、事務局から説明をお願いいたします。 

 

（石附企画政策課主査） 

【資料２を説明】 

 

（野田会長） 

ありがとうございました。資料２について、細かくご説明いただきました。 

後期基本計画の検討を、この委員会で審議するのが役割であるということですね。

この後期基本計画の頭には基本構想というものがありますが、これは所与のものとし

て、平成 32 年度から始まる５か年計画をこの委員会で検討するということです。そ

れぞれポイントもございました。 

基本的な策定の考え方ではあるのですけれども、皆様、この際何でも結構でござい

ますので、ご意見もしくはご質問なりがありましたら、是非いただければと思います。

どうでしょうか。どんな観点でも結構でございます。 

よろしいですかね。 

今日の一番最後に、皆様お一人ずつご発言をいただく時間はきっちり取りたいと思

いますので、それ以外に何かということであれば、その都度ご意見をいただければと

思います。 

この委員会では、後期基本計画を対象として、さらにはこれまでの行政評価の結果

の蓄積も前提としながら、なおかつ国の動向とか、環境の変化も踏まえて、さらには

地方創生との連動も踏まえて、計画を作っていくという役割を担っているということ

です。 

第２次総合計画の策定の考え方の案につきまして、事務局の案のとおりでよろしい

でしょうか。 

 

「異議なし」の声 

 

ありがとうございます。 

  

９ 議事⑵ 清須市第２次総合計画の策定のながれについて 

（野田会長） 

そうしましたら、次の議事の二つ目に入っていきたいと思います。清須市第２次総
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合計画の策定のながれについて、資料３でございます。事務局の方からご説明をお願

いいたします。 

 

（石附企画政策課主査） 

【資料３を説明】 

 

（野田会長） 

ありがとうございました。 

資料３に基づきながら、第２次総合計画の策定のながれについてご説明いただきま

した。 

きょうは７月 25 日で、グレーの網掛けをしていただいているところで、その次は

来年の１月下旬になるわけですね。その間に、基礎調査で人口推計など行っていただ

くとともに、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の意見聴取も行っていただくので

すが、さらに重要なこととしまして、市民参画会議を水谷副会長の方で、合計３回進

めていただくということであります。 

最初に水谷副会長の方から、今回のこの市民参画会議につきまして、補足等ござい

ましたらいただければと思います。よろしくお願いします。 

 

（水谷副会長） 

ありがとうございます。 

こちらの審議会の皆様は各団体の代表の皆様でいらっしゃいまして、各団体様の代

表としてのご発言をしていただけるかと思いますけれども、生活に根ざした、一般市

民の皆様はどう考えていらっしゃるのか、どういうことを清須市の未来に望まれるの

か、そんなことを市民参画会議で密に議論していきたいと思います。 

ここでファシリテーターとか、ワークショップという言葉が出ていますが、ファシ

リテーターというのはコミュニケーションの潤滑油、議論を促進する役でございま

す。その第三者的、中立的な立場から、皆様の意見をしっかりお聞きして、発展させ

ていただいて、それをまとめてこちらの審議会の皆様にお届けする、そんな役割かな

と思っております。 

ワークショップ形式はこういった少し形式張った会議ではなくて、小グループにな

って和気あいあいと議論する、そんなタイプの会議形式です。 

３回開催するのですけれども、幅広い年代の方々にご参加いただいて、率直な意見

交換ができればと思っております。 

資料３をご覧いただきますと、本当に色々な方から意見を聞くようなながれになっ

ておりますけれども、前回、第２次総合計画の前期基本計画の時ですね、その時には

市政推進委員の方からもアンケートの形で意見を聞いております。普段町内会とか、

各学区のところで非常にご活躍いただいておりますので、そういった方々のご意見も
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また取り入れていただけると良いのではないかとも思っております。 

あとは、今後の清須市を語る後期基本計画ですので、是非若い世代にも、高校生な

り大学生なり、そういったところに集中して意見を聞きに行くというようなこともあ

ると良いなと思っております。以上です。 

 

（野田会長） 

ありがとうございました。 

具体的に市民参画会議の中身について補足していただきました。若い方の意見であ

るとか、市政推進委員さんへのアンケートなども踏まえて、生活に根ざした意向を汲

み取っていただくということでございます。 

今のお話も含めて、この策定のながれにつきまして、ご意見、ご質問等ございまし

たら、是非いただきたいと思います。皆様、いかがでしょうか。 

 

（山田委員） 

大きな日程等のながれについては、こんな形であろうと思います。 

一つお聞きしたいのは、資料２の３番、「総合計画審議会における審議事項等」の

後期基本計画の構成（案）において、「清須市まち・ひと・しごと創生総合戦略 2020

［仮称］」の中に「地方創生に関する基本目標と数値目標」という、数値目標という

表現が出てくるものですから、この数値目標というのは推進会議さんの方で作り上げ

てきたものが、第２回の審議会に上がってくるという形で理解すればよろしいでしょ

うか。 

 

（野田会長） 

今の点ですが、どうでしょうか。この総合計画審議会と並行して、総合計画審議会

の方が上にあるのですが、その下にある、まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議

で検討される指標ですね。具体的にはＫＰＩになるのですかね、もしくはそれに関連

する指標、これについて、あちらの検討会議で決まったものが、こちらに提案されて

くるという、そういうイメージでしょうか。 

 

（石附企画政策課主査） 

山田委員と野田会長のおっしゃるとおりでございまして、推進会議で意見をいただ

きながら市の案を作っていきまして、それをこの審議会でご審議いただきたいと考え

ております。 

 

（山田委員） 

引き続きお聞きするのですけれども、第２次総合計画の中で、例えば「子育て支援

の充実」という施策の中に、施策の展開で戦略の部分が出てくるのですが、そういっ
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た場合に、ここでの達成度指標の中の前期計画目標値が「基準値からの上昇」という

表現で書かれていたりするのですね。 

こういうものがより具体的な数値で目標値を設定するという意味なのか、そういう

ものもあるけれども、推進会議さんの方のものは横断的に、全ての項目の中に入り組

んでいるのですが、個々の部分での数値目標が出されてくると考えてよろしいでしょ

うか。 

 

（野田会長） 

 事務局、いかがでしょうか。 

 これまでの前期基本計画の達成度指標というのは、「基準値からの上昇」というよ

うな傾向に関わるところが多かったという事実はあるのですが、そこに具体的に数字

が入るかどうかというところですね。 

 

（石附企画政策課主査） 

本日の参考資料１、第２次総合計画の前期基本計画の概要版ですけれども、こちら

の基本計画の中におきましては、施策ごとに達成度指標を置いております。 

例えば、「子育てしやすいまちをつくる」という政策の中で、「子育て支援の充実」

という施策の中におきましては「公立保育園の利用者満足度」など、そういった達成

度指標を設定しているところでございまして、これは分野別に整理したものの施策の

効果を測っているところでございまして、山田委員がおっしゃるとおり、これもはっ

きりとした目標、ここまでの数字にしたいというものは具体的に定めていますが、そ

れが難しいものについては方向性で定めているところでございます。 

総合戦略における基本目標ですとか、ＫＰＩというところなのですけれども、資料

２の総合計画と総合戦略の相関のところにありますとおり、総合戦略というのが分野

横断的にいわゆる人口減少、少子高齢化という問題に対する、その観点における計画

でございまして、先ほど申し上げた総合計画の施策の目標が分野別であるのに対しま

して、例えば総合戦略では出生数の増加ですとか、もう少し分野横断的な人口減少に

対する取組に係る指標を置いて、当然それに対する目標を定めて総合戦略としていき

たいというところで考えておりまして、そのあたりの関係性の整理というのは慎重に

やっていかなければいけないと認識しているところでございます。 

 

（野田会長） 

今のお話は大きく二つあると思いまして、一つは総合計画に記載されているそれぞ

れの指標値の目標値ですね。「基準値から上昇」と書かれているものについては、基

本的には基準値というのが直近の値で、直近の値から少しでも上がれば一定の水準が

維持できているというものです。ここから何％上がれば良いかということを決めにく

いものについては「基準値から上昇」ということで書いていただいているという、そ
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ういうお話ですね。 

もう一つの主眼である、分野横断的な地方創生の計画である総合戦略で決めていた

だいている色々な指標があると思うのですが、その中に子育てに関わる出生数が出て

くるということですね。出生数というのは、基本的には個別の施策のデータというよ

りは、計画全体に関わる特に重要な指標であるということでございます。 

それについては、今のお話でいけば具体的な目標値が出てくるという、そういうイ

メージで良いのでしょうか。 

 

（石附企画政策課主査） 

出生数につきましては、参考資料３を見ていただきますと、現行の総合戦略におき

ましても、基本目標の２番でございますが、こちらの「若い世代が子育てしやすいま

ちをつくる」という基本目標に対しまして、それを測定する数値目標として年間出生

数の現状維持、700 人以上を維持するという数値目標を置いているところでございま

して、このような形にはなってくるのかなと考えております。 

 

（野田会長） 

現状維持ではあるのですが、一応はデータとして 700人以上ということです。 

事実上、平成 29 年に県内１位だったということではあるのですけれども、計画と

してこういう目標値があるということでございます。 

山田委員、どうでしょうか。 

 

（山田委員） 

分かりました。ここでいう数値目標というのは、例えば参考資料３にある基本目標

に書いてある目標値という、このことを意味しているということですね。 

私は行政改革の方の委員もしているものですから、評価という話になってきます

と、個別の施策の中に目標値があって、その目標値をどこまで達成できているのかと

いうことを評価していくとか、そういうことにどうしても注目してしまうものですか

ら、具体的な数字がそちらに出るのかと思いました。ありがとうございました。内容

は分かりました。 

 

（野田会長） 

ありがとうございました。 

他にどうでしょうか。この際、どんな観点でも結構でございます。まだ結構時間が

ございます。いかがでしょうか、皆様。ちょっとしたことでも全然構いません。 

今日ご意見をいただいて、次が１月になりますので、１月は後期基本計画の骨子案

が出てくるのですが、もし今日皆様にご意見をいただければ、一定それを踏まえる形

になるのではないかなという気はしますけれども、いかがでしょうか。 
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（福田委員） 

参考資料についての質問でもよろしいでしょうか。 

参考資料２の「２ 人口の現状分析」中、「人口の動向分析」の一番下の黒い四角

に、「市内の居住年数については、男女とも 25～34歳では５年未満が５割超」と書い

てありまして、その下の「３ 住まい・子育て・結婚に関するアンケート調査結果」

中、「定住に関する意向」のところで、「87.5％の市民が住みよいと評価し、76.7％の

市民が今後も清須市に住み続けたいと評価」とあるのですが、このギャップというの

は、これはどのように解釈したらよろしいのでしょうか。 

 

（野田会長） 

事務局の方、どうでしょうか。ギャップが一定あって、ここのギャップがどういう

要因が考えうるかということなのですけれども、すぐに答えられる部分がございまし

たら、お願いできますでしょうか。 

 

（石附企画政策課主査） 

福田委員からご質問いただいた件について、はっきりとこういう理由でというの

は、今手元に資料がないのですけれども、87.5％の市民の方が住みよいと評価してい

ただいているけれども、今後住み続けたいと評価されている方が 76.7％に落ちている

というところで、名古屋との近接性ですとか、かなり利便性が高いというところで住

みよいという評価はしていただいているとは思うのですけれども、やはりもう少し子

育てに対する支援や、他市町と比べた時にこういうところが足りないという部分があ

るのかなという気はしておりまして、そのあたりは市民満足度調査などを通じて丁寧

に分析していきたいと考えております。 

 

（野田会長） 

ありがとうございます。 

すみません、これは次の議事で参考資料２、３が議論されるというわけでもないの

でしょうか。今、議論してしまってもよろしいですか。 

 

（石附企画政策課主査） 

ここで議論していただいて大丈夫です。 

 

（野田会長） 

87.5％から 10 ポイントくらい、実際に住み続けたいという人が低くなっていると

いうことではあるのですけれども、これが高いのか、低いのかという評価はなかなか、

他都市との比較もできない部分はあると思います。ただ、低くなっているということ
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があるので、一般的に考えると、若い人たちは就職を清須市以外のところでする可能

性があったり、あるいは学生さんであれば大学も違うところ行くということもござい

ます。 

その部分を考慮しても、同じくらいの値まで持っていければ、さらに良いのではな

いかということですね。というのが、今日の冒頭に市長からございましたように、市

外から移り住んできて、ここで子どもを産んでくれるという、そういう傾向が見られ

るということですので、そういうところと相殺してみて、同じくらいの水準になると

いうことが望ましいなというのは、私自身も思います。ただ、要因という部分はなか

なか難しいところがあるのではないかなと思います。 

他にどうでしょうか、皆様。 

福田委員からいただいたような「人口ビジョン」や、もしくはもう一つの参考資料

である「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の概要についてでも結構でございます。

いかがでしょうか。 

 

（石附企画政策課主査） 

すみません、補足でございますが、福田委員からご意見いただきました参考資料２

の「住まい・子育て・結婚に関するアンケート調査結果」のところですが、こちらは

平成 27 年の８月から９月に実施したアンケート調査の結果をまとめたものでござい

まして、無作為抽出した 20歳代と 30歳代の市民 2,000人を調査対象としたものでご

ざいます。清須市で暮らすことの魅力というところでの意見としましては、先ほども

申し上げましたが「名古屋市が近いこと」が 71.2％、「友人・家族がいること」が 46.8％、

「交通の利便性が高いこと」が 38.2％などとなっておりまして、清須市から転出する

のはどのような理由が考えられるかというところでの意見としましては、「魅力的な

店舗や飲食店がないから」が 53.1％と一番高くなっていまして、次いで「名古屋市の

方がイメージがよいから」が 28％、「清須市は職場から遠いから」が 23.2％、「交通

の利便性がよくないから」が 22.2％などという結果となっております。以上でござい

ます。 

 

（野田会長） 

ありがとうございました。 

様々な観点から見た場合の清須市の環境ということでございますが、対象は 20 歳

代、30歳代ということですね。具体的に住み続けてくれるかどうかという部分で、非

常に重要な世代にアンケートを取られているということで、その世代の方々が住み続

けてくれるような政策を打っていくための現状認識としては、もうちょっと頑張った

方が良いという、そういうデータにもなるのかなという気がします。福田委員、何か

ございますでしょうか。よろしいですかね。 

すみません、私、参考資料３「まち・ひと・しごと創生総合戦略」についてもとい
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う言い方をしたのですが、これは議事３の方で見ていただきたいと思います。ここで

は参考資料２までを含む、資料３についてご議論をいただければと思います。いかが

でしょうか。よろしいですかね。 

そうしましたら、ちょっと時間は早いのですが、開始からおよそ１時間が経ちまし

たので、５分ほど休憩をさせていただいて、10 時 35 分から再開するような形にした

いと思いますが、取り急ぎ総合計画の策定のながれについては、皆様ご了承いただい

たということでよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」の声 

 

ありがとうございました。 

それでは、ここから５分間休憩に入りたいと思います。よろしくお願いします。 

 

【休憩】 

 

９ 議事⑶ 清須市第２次総合計画（後期基本計画）の策定に向けて 

（野田会長） 

それでは再開したいと思います。残る議題は一つではあるのですが、議事の三つ目、

後期基本計画の策定に向けてということで議論を進めたいと思います。 

まずは、本日の審議会の議論をどんな形で進めていくのかということについて、事

務局からご説明をお願いいたします。 

 

（石附企画政策課主査） 

先ほどの策定の考え方の中にございましたように、平成 32 年度から始まる後期基

本計画の策定に当たりましては、総合計画の進捗状況や社会情勢の変化等への適確な

対応とともに、地方創生の推進に向けた取組が必要であるということを考えておりま

して、本日の会議では第２回の審議会に向けまして、後期基本計画の骨子案をまとめ

ていくに当たって、各分野の施策における現状や課題、それを踏まえて、どのような

姿を目指して取組を進めるべきか、また、そのために必要となる取組などといった観

点から、委員の皆様にご審議をお願いしたいと思います。 

なお、審議に当たりまして、「第２次総合計画 前期基本計画」、「人口ビジョン」、

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の概要を参考資料としてお示しさせていただい

ておりますので、参考にしていただければと思います。以上でございます。 

 

（野田会長） 

ありがとうございました。 

先ほど参考資料に関わる話も含めて議論いただきましたけれども、これから後期基



 15 

本計画の骨子案をまとめて、来年 11 月には完成させるということですね。再来年か

らの後期基本計画を策定するということでございます。 

その策定に当たりまして、各分野の施策における現状とか課題などにつきまして、

審議を深めていくということでございますが、今日は第１回目の審議会でございます

ので、委員の皆様からお一人ずつ、皆様それぞれのお立場もあると思いますし、市全

体のことも考えていただけると思いますので、日々感じていらっしゃる、本当に幅広

い観点からご意見をいただきたいと思っています。 

全員にご発言いただくということではあるのですけれども、比較的時間が余ってい

ますので、１人４分くらいは十分あるかなと思います。次は１月ですので、思いの丈

を色々、どんな観点でも結構でございますので、ご意見いただければと思います。 

一番最初に水谷副会長からご発言いただいて、その次は、河野委員さんは 11 時ま

でですので河野委員さんにご発言いただいて、あとは福田委員から順番に席順に回し

ていただくという形にしていただければと思います。 

それでは、副会長よろしくお願いします。 

 

（水谷副会長） 

水谷です。 

私は、市民参加とか社会の合意形成ということを専門に、色々な政策や計画の中で

皆様との対話の場を作っております。 

その観点から申し上げますと、この清須市の第２次総合計画の、この審議会での議

論というのは非常に難しい、難度の高いものだと思っています。特に市政というと、

清須市全体を見て、そして長期にわたって総合計画を考えますので、この市政を俯瞰

するという視点、これはなかなか持つ機会がございませんので、これはまず難しいこ

とだと思います。 

また、多様な分野、例えば子供会とか、義務教育とか、防災とか、ご自分の分野だ

けではなくて、色々な分野を見ていかなくてはいけない、これもまた難しいなと思っ

ております。 

さらに、今回は総合計画だけではなく、人口ビジョンとか、総合戦略という言葉も

出ております。この関係もどうなっているのだろうと、私も一生懸命、理解をしよう

としておりますが、これも複雑で非常に難しいなと感じております。 

ただですね、難しい話ではあるのですけれども、この中で皆様が率直に感じる質問

であるとか、ご意見というものを場に出していただくことがとても大事だと思ってお

りますので、どうか皆様お一人お一人、遠慮せずに言いたくなったら言うということ

で、場を作っていただけるとありがたいなと思っております。 

私の役割はそういう雰囲気を作るところかなと思っておりますので、どうかリラッ

クスして、ご遠慮なく、言いたくなったら言うということでご発言いただけたらうれ

しく思います。 
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同時に分かりやすい情報提供や、身近な論点というのも工夫してまいりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（野田会長） 

水谷副会長、どうもありがとうございました。続いて河野委員、お願いいたします。 

 

（河野委員） 

河野です。とても緊張しています。難しいし、初めてこの場に座らせていただいて、

正直半分は分かって半分は分からない、大変なところに来たと思っています。 

私の意見としまして、今自分たちは「女性の会」として活躍していまして、そこの

場では、こちらの冊子にもありますけれども、元気なまちというところで、私たちも

できるところはというところで、平成 27 年度から体力づくりということに取り組ん

でいます。 

これは会員だけではなく、幅広い一般の方も一緒になって元気になろうということ

で、それでその計画が３年過ぎまして、今度は体力づくりから心の健康も皆で目指そ

うじゃないかというところで、今事業に取り組んでいるところであります。 

そして、そういったことを通じて、市民の方とつながりを持って、横のつながりを

持って、何か少しでもお役に立てると言ったらオーバーな言い方ですけれども、でき

たら良いのかなと考えて今活動しております。 

すみません、ここの内容を把握できていなかったものですから、自分たちの立場を

意見として述べさせていただきました。 

 

（野田会長） 

ありがとうございました。 

そういったご意見は本当にいただきたい意見でございますので、市民の間での水平

的な連携ということが、どうしても市だけではできませんので、是非色々なご意見を

いただければなと思います。どうもありがとうございます。 

それでは、福田委員、お願いいたします。 

 

（福田委員） 

失礼いたします。 

それではまず、参考資料３の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標の方

からお話をさせていただきたいと思いますが、「基本目標① 地域資源とシビックプ

ライドを核として活力あるまちをつくる」というところで、特に施策①の黒い四角の

二つ目、一つ目も関係するのですが、清洲城、それから朝日遺跡、貝塚資料館といっ

たような歴史遺産があるのですけれども、そのＰＲといいますか、アクセスもちょっ

と悪いなというような状況で、それから現在、県の管理下ですので開館日が非常に少
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ないということで、木金土日のみの開館ということですので、集客も少ないかなと思

っております。 

そんなようなところで、せっかく良い財産がありますので、もうちょっとアクセス

も、「施策③ 観光アクセスの充実」の黒い四角の三つ目に「清洲城と清洲貝殻山貝

塚資料館を結ぶ遊歩道の整備に向けた検討」とありますが、是非こういうところを頑

張っていただいて、皆様にＰＲをしていただけたらなと思っております。 

それから、「施策② シビックプライドの醸成と人材の育成」ということですけれ

ども、年代を問わず、小学生、中学生でも、歴史に興味を持っているお子さんは多い

と思いますので、年齢を問わずに学生も参加しやすい、そういう研修会とか講座を設

けていただく時に、時期とか講師さん、そういうことも考えていただけたらと思いま

す。年代もシニア世代と若い世代、講師もシニア世代の講師さんと若い世代の講師さ

んと分けていただくとか、時期を別にしていただいて、参加しやすい、そういう状況

を考えていただけると良いかなと思っております。 

「施策③ 観光アクセスの充実」、「施策④ 観光情報発信力の強化」につきまして

は、先ほども少しお話しさせていただいて、大いに期待するところです。 

それから、「基本目標② 若い世代が子育てしやすいまちをつくる」のところでは、

就学前のお子さんに対しては、０歳児から結構色々なサービスとか、色々な教室とか、

そういうものも行われております。 

子育て、特に学校に行くような年齢になってからなのですが、放課後児童クラブ、

それから放課後子ども教室、これらもずいぶん充実してきているのではないかなと思

います。複数の観点で充実してきているのではないかなとは思うのですけれども、他

の方の観点から見たら「何を言ってるの」と言われるかもしれませんが、放課後子ど

も教室は、小学校が市内に８校ある中で、今年また１校増えて５校になるのですが、

そういう点でも放課後子ども教室の充実も考えていただいておりますので、今後また

増やせるようなところがあれば増やしていただくというようなことで、保護者の方は

各学校にそういうものが欲しいというような希望もあるのですが、予算もあることで

すし、できるところから頑張っていただけたらというふうに思っております。 

それから、「基本目標③ シニア世代が元気でアクティブに暮らせるまちをつくる」

というところは、本当に私もそうだなということを思っておりまして、「施策① シ

ニア世代の社会参加の促進」ということで、ここには清須学講座とか、そういうこと

も書いてありますが、特に四角の１番目、２番目、これは大事にしていっていただき

たいなと思います。２番目の「学校支援地域本部へのシニア世代の参加促進」ですけ

れども、これは「施策② 市民協働の推進」にも関連すると思いますので、学校と市

民を結び付けていただく、学校でこんなようなお手伝いをして欲しいとか、こんなと

ころでシニア世代の方に頑張っていただきたいとか、そういう要望を聞いていただい

て、市民協働係の方でまたそれに対応していただく、そういうようなところで、特に

シニア世代の社会参加のところは市民協働係の方でもご協力いただいて、施策の①と
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②をうまくつなげていっていただけたら良いかなと思っております。 

最後の「基本目標④ 安全・安心で快適に暮らせるまちをつくる」のところにつき

ましては、安心・安全ということで、本当に清須市は学校の施設とか、耐震化も本当

に県内で１番くらいでしたし、各教室の扇風機とか、特別教室のエアコンなども本当

に早くやっていただいていて、今度は豊田市の事件もありましたので、それ以前から

ですが、市長さんの公約で各教室にクーラーを設置するということを、今準備をして

いただいているということで、本当に安全・安心で快適に暮らせる学校の施設、そう

いうものは本当によく考えていただいていて、ありがたいなと思っております。 

すみません、長くなりましたが、ありがとうございました。 

 

（野田会長） 

ありがとうございました。それでは、水野委員、お願いいたします。 

 

（水野委員） 

水野です。 

私は農業委員会の方から来ていまして、農業委員会は毎月、定例的に会議をやって

いるのですけれども、そこに出てくる案件というのは、農地が段々なくなっていくと

いう案件だけでございまして、こういう総合計画に鑑みた時に、やはり緑地帯という

のは残すべきであろうということは十分承知しているのですけれども、これだけ都市

近郊の清須市の位置的感覚を見ると、将来的にこういう農地として緑地が残って、特

に最近、災害の観点で言われている水田における多面的機能、遊水的な機能が、果た

して今後とも続けていけるのかなとかなり不安視していますし、毎月の会議の農地の

減少を見ていると、全く私も熟知しているところです。 

我々の同じ年代の世代に聞くと、農地というのは大体、農業振興法という法律で決

まっているのですけれども、清須市の農地は農業振興、振興というのはちょっと間違

っているのではないか、農地管理法くらいの感覚で保全しているだけじゃないかなと

いう感覚で、生産意欲というのはほとんどない、管理が主であるというのは本質だと

思っております。 

ただ、そのような時に、水田、畑も含めてですけれども、その機能を将来的にも確

保していくのはかなり難しいのではないかなと思いますので、やはりこういう総合計

画の中に次なる目標を定めて、方向づけをしていっていただければありがたいと思い

ます。 

近頃聞きますと、農地を宅地とか、工業用地にするには、農地法の中では青地から

白地にということをよく言うのですけれども、議会の方にもかなり要望は出ているそ

うで、やはりどんどん農地が減っていくという姿になっているので、それらの対策を

していただきたいと思います。 

それから、今まで聞いてきた話の中で、長期的ビジョンはこの際ちょっと置いてと
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いう話で進んでいるわけですけれども、清須市の７万人くらいの人口で、長期ビジョ

ンではなくても、近年のビジョンでも良いのですけれども、果たして本当に作り上げ

ることができるのかなという不安はいたしております。 

先ほど、市長さんからは出生率がかなり高いとお話があったのですけれども、人口

が 30 万人くらいあれば、例えば保健所機能にしても、市の独自のやり方で、自由に

できるという部分が大分違う、これは国策につながってくるものですから、やはり 30

万人くらいの都市の構想をある程度入れながら前に進まないと、本当の理想的なビジ

ョンはできあがらないのではないかなと思っていますので、これは私の戯言、そんな

簡単にできるかという話でございますので、そのあたりは前向きの姿勢も皆様方に考

えていただいて、このビジョンを作り上げていっていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

（野田会長） 

ありがとうございました。それでは、加藤委員、お願いいたします。 

 

（加藤委員） 

加藤でございます。３点ほどお話したいと思います。 

まず１点目は、参考資料３のところで、「４ 進行管理」という項目がございます。

ここで数値目標などをチェックしているのだと思うのですけれども、それがどこで行

われているのか、いまだに私は分からないのです。管理されて、それがフィードバッ

クされているのかどうか、これを十分にやってもらわないと、ここで皆様が色々と議

論をしても、前に進んでいかないだろうと思います。 

それから２点目は、シビックプライドを醸成するという問題ですけれども、私は観

光協会の会長をやっておりますけれども、観光というのは、まちを愛して誇りに思っ

ている、それをお客様に伝えて、その反応を糧にしてまちを良くしていく、あるいは

自分を高める、そういう道具だと思っているのです。人を呼ぶことだけが目的ではな

いのです。自分たちを高めていかないといけない、そういうふうに思っています。 

清洲城の入場者数が減っていると聞いておりますが、ネタの少ない清須市におきま

して、リピート客を増やしていかないといけないのですけれども、実際にお客様が今

何を望んでいるのか、それをどうやっておもてなしするのかという、そういう心の問

題と、それからもう一つは展示物の問題もございます。 

お城の中に飾ってある展示物、当初から言っていたのですけれども、ＮＨＫのお古

を持ってきて、それを何年も飾っておいて良いのでしょうか。そうすると、展示物を

増やすためには、展示ケースや展示スペースを増やしていかないといけない、入れ替

えていかないといけないと思います。今度、貝塚資料館ができますが、そちらの方へ

は弥富にある文化財センターから新しいものが持って来られると思いますけれども、

それとの連携ということがこれからは必要になってきます。 
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遊歩道を整備するということも聞いておりますけれども、なかなか難しい面もある

と思います。私有地をどうやって買収して、遊歩道を造っていくのでしょうか。 

私どもは時々学校へ、信長とはどんな者か、子どもに分かるような紙芝居などをや

りに行きますけれども、非常に難しい面がございます。学校の中に入っていくという

のは、校長先生の判断で決まりますので、入っていきたいのですけれども、なかなか

行けないということがございます。以上が観光についての話です。 

それから、官民協働についての話でございますけれども、総合戦略の施策の中に、

余っているというとあれですけれども、市内に住んでいる高齢化した人たちに動いて

もらおうという、その動いてもらうのが企業ならばお金で、ニンジンをぶら下げれば

動きますけれども、高齢化している人たちというのはお金では動きません。自分のや

り甲斐で動いていくわけです。それをどうやって動くように持っていくのか、それが

私もよく分からなくて、なかなかうまくいっていないのですけれども、いずれにして

も市民協働、これをやっていかないことには、どんな分野でもこれが影響してくると

思います。 

西日本の豪雨で、ボランティアの方たちがたくさん行っておられるのですけれど

も、そういうことが、この清須においてもすぐに起こってくるだろうと思います。あ

れだけの雨がこの清須市で降ったら、もう大洪水です。犬山のため池が崩れてしまっ

たら、このあたりは明治の時に大洪水になっていますけれども、旧の清洲庁舎、あそ

こが旧清洲町の中で一番高い場所になっていますけれども、あそこを遊ばせておくの

はどうでしょうか。あそこに防災施設をもう一つ作って欲しいです。箱物を作ると、

一般の市民からは色々と言われるだろうと思いますが、そういう拠点となる場所を大

事に、頑丈に作って欲しいです。そこがないことには、市民の方たちを守ることがで

きないと私は思っています。 

ここに新庁舎を作りましたけれども、地上の部分は多分水浸しになるだろうと思い

ます。そうすると２階からしか使えない。ここまでどうやって来ますかと言ったら、

堤防沿いに来るしかないですね。新川の堤防がどれだけもつかという問題もあると思

いますけれども、そういった第２の防災拠点、それも一つ考慮しておいて欲しいと思

います。 

今回の総合戦略とは大分違ったことを話していますけれども、今思っていることは

そんなところでございます。 

 

（野田会長） 

ありがとうございました。それでは、浅田委員、お願いいたします。 

 

（浅田委員） 

浅田です。 

正直、こういうものを見ていても難しい言葉ばかりで、「うーん」というのが、多
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分私たち世代だと思うのですね。見ていても、ちょっとボーッとしてくるところもあ

ります。 

多分この会議は、大人が、大人のためにやっている会議だと思うのですね。 

私たち「子ども会連絡協議会」というのは、子ども中心ですので、子ども目線でも

う少し取り込んでもらいたいなと思います。大人が、大人のための計画を練って、大

人のために実行している、それを家で親が子どもに、こうだよ、ああだよと言っても

子どもは分かりませんよね。 

子ども世代にとって、ちゃんと住みやすいところだなとか、ずっとここに住んでい

たいなと思うようにしていかなければ、人口流出防止とか、定住化とか、文面に起こ

しても、実際にしてもらえないと思うのですね。正直、こういうところに来てみえる

皆様は偉い方たちですので、色々な知識もお持ちで、全然分かるのでしょうけれども、

私たちママ世代は難しいと感じても、不満があっても、「こういうことを市の方に言

っても通らないよね」とか、「こういう不満があってもどこに出せばいいの」という

ことで、色々な不満や、住みにくいなと思うことも口をつぐんでしまうのですよね。 

ですので、そういうのが上に上がってこない。その上がってこない状態で会議を開

いても、「ふーん」ということになります。実際にこういう会議をしましたと広報に

載せてあっても、「ふーん、そうなの」とちらっと見るだけで、また上の人たちの会

議なのだ、自分たちは関係ないのだという、そんな感じでしか見ていないのですね。 

うまく言えないのですけれども、もっと子ども目線の、大人目線の会議でも、子ど

もが住みよいまちづくりもしてもらいたいなと思います。以上です。 

 

（野田会長） 

ありがとうございました。それでは、時田委員、お願いいたします。 

 

（時田委員） 

時田でございます。 

今日はこの総合計画についての意見をいただきたいということですけれども、全般

的なことに対して意見を言うということは、なかなか幅があって言えないというのが

実情だと思っております。 

また、施策についても、市の担当部署の方で、それぞれ考えられたものが上がって

総合計画ができていると思うのですね。その中で、私は社会福祉協議会の代表として

来ているわけで、その部分で少し現状的にお話をさせていただくということしかでき

ないのかなというふうに思っております。 

参考資料３の総合戦略の中で、地域包括ケアシステムの構築ということがあがって

おりまして、これは社会福祉協議会の方で、市から受託を受けて地域包括支援センタ

ーというものを運営しているわけですね。その中で、ケアシステムを作ろうという形

で、医療、介護、生活支援などに関する各地域のものについて、ケアシステムを構築
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して、住みやすいまちづくり、健康に留意するという意味でシステムを作っていくわ

けでございます。その中でも今、医療について何かあれば病院を紹介する、介護が必

要な場合、介護施設に入所する場合には介護施設を案内する、それ以外でも生活支援、

困っている方についてどのような支援ができるのかということで、相談を受けて援助

をしていくというような内容をシステム化していくというところでございます。 

また、国の方では、介護についても在宅医療というような話がありまして、在宅に

ついても、２市１町でもって医師会の方に委託をするというような内容で、今現在、

進めているところでございます。 

そしてもう一つ、市民協働の推進ということがあるのですけれども、これについて

も、社会福祉協議会の方に福祉ボランティア団体が登録してあります。その福祉ボラ

ンティア団体の方が、市に対して、自分たちの活動がどのように輪を広げられて、提

供できるかという内容でもって、今は市の方と協議、調整を行っている段階でござい

ます。できればボランティアの方が、市の方に自分たちの活動を報告できるとか、広

げることができると良いかなと思っているところでございます。 

最後に、広く全部を含めた福祉の充実という形を設けるということで、社会福祉協

議会の方でも地域福祉計画というものを作っておりまして、平成 30 年度、今年度で

現計画が終わりますので、また次の計画を作りますという話ですけれども、市の方で

も、地域福祉計画を策定する中で、社協の地域福祉計画と一本化した計画書を作って

いただきたいということで、市の方にお願いをしているわけですけれども、全体の福

祉を充実する上においても、地域の福祉計画が策定できれば、地域でそれぞれ助け合

って、支え合えるまちづくりが推進できるのではないかなと思っておりますので、そ

こは市の方にこれからも要望していきたいと思っています。以上でございます。 

 

（野田会長） 

ありがとうございました。続きまして、後藤委員、お願いいたします。 

 

（後藤委員） 

体育協会の後藤と申します。私は体育協会の会長ということで参りましたので、ス

ポーツに関連することで、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。 

合併してから十数年経っているのですが、市民体育祭というものが清須市内で行わ

れているのですけれども、合併して以来、いまだに旧４町内で独立して別々に行われ

ています。私だけが思っているのかどうか分かりませんが、清須市全体としてできる

ような体育祭、清須市全体の体育祭というものに発展していけると良いなと思ってい

るのですが、いつもスポーツ課さんと話をしていると、一堂に集まるような会場がな

いよということになるので、私たちの希望としては総合運動場とか、総合体育館とか、

そういったものを計画の端で良いので挙げておいていただけると、体育協会の会員に

限らず、これから我々の後輩、私はもう現役の選手としての寿命は終わったかなと思
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っていますけれども、若い後輩とか、これから将来ある子どもたちのために、スポー

ツを通じた健全育成ということで貢献できるのではないかなと思います。 

是非とも総合運動施設というようなものを、清須市の将来のビジョンとして挙げて

いただけると良いなと思って今日は参りました。ここまでの話は、体育協会でも是非

言ってきて欲しいと言われてきたところでございます。 

それから、個人的に、私は建築設計の仕事をしておりまして、資料２の３番の中に、

「後期基本計画の構成（案）」とありまして、明朝体ではあるのですけれども、「土地

利用方針」ということが書いてあるのですが、何でこの話をするのかというと、私も

ちょうど、清須で事業を起こしたいというお客様がみえて、工場を建てられるような

土地を探してくれと言われたのですけれども、調整区域しかないよということで、

色々走り回った中、お隣の市では「企業立地戦略ビジョン」というようなものを掲げ

て、この地域だったら優先的にそういうものを誘致しますよというような計画を持っ

ておみえになって、向こうの場合、向こうから企業さんの方へ訪問されて、どういう

ことをやりたいのかというようなことを言われます。 

私も清須出身ですので、清須の庁舎の方へ来て、「どこか良いところはありますか」

と相談はしたのですけれども、なかなかないよというようなことだったので、そうい

った、未来に向けて優秀な企業を誘致するという、すぐに潰れてしまうような企業と

か、公害をもたらすような企業とか、そんなものを誘致するのではなくて、行政自ら

が選別に走って、誘導していただけるような、そういう土地利用を計画として考えて

いただけると、これからもっと発展するのではないでしょうか。 

人口が増えるのも良いのですけれども、企業が入って税収が増えた方が、職場の確

保とか、そういった意味では貢献できるのではないかなと思います。これは全く個人

的な意見で申し訳ないですけれども、以上でございます。 

 

（野田会長） 

ありがとうございました。続いて、渡辺委員、お願いします。 

 

（渡辺委員） 

「清須市手をつなぐ親の会」という、障害を持った子どもさんの親の会の会長をし

ております、渡辺と申します。よろしくお願いいたします。 

障害の部門はなかなか難しいとは思うのですね。前期の基本計画の中でもちょっと

しか書いていなくて、一部門ですので、仕方がない部分もあるのかなとも思います。 

昨年度は、障害者の福祉計画の策定ということで、社会福祉課さんにお世話になり

ながら、計画の策定委員として協力させていただきました。 

その中で、生活支援拠点を３年の間に整備するということで策定していただきまし

て、本当に私といたしましても、親が高齢になっていく、子どもも段々と年を取って

いく、これを目の当たりに見ていると、どうしていくのだろう、この先どうなってい
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くのだろうという不安が残り、子どもが生まれてからずっと卒業がないわけですね。

多分、自分の方が先に逝ってしまうのだろうという中で、子どもの将来のことを考え

るというのは、本当に会員さんの中でもすごく多くて、入所施設というのはできてい

かないと思いますので、こうなるとグループホームしかないのかなとか、兄弟に託す

というのもちょっと負担がかかり過ぎるかなというのもあって、やはりグループホー

ムの建設の方を進めていっていただきたいというのが、会員さんの間でも、最近の話

題はそんなことがすごく挙がってきております。 

２市１町でという計画もあるということなので、是非とも実現に向けて進んでいっ

てもらいたいなと思います。 

こういうものが本当は清須市にあると、人口減少とか、先ほどから色々ある中で、

名古屋市のグループホームに最近入られた方もあるし、それから「青い鳥」の前にあ

るグループホームに入られる方もありまして、どうしても清須市から出ていかなくて

はならなくなってしまうという、そういうことで、住み慣れた、小さい頃からいる清

須市の中で住んでいきたいなということが、本当の希望であります。 

いくつかあって申し訳ないのですが、自閉症という、ちょっと理解が難しい障害の

方が最近はすごく多くなってきていますので、支援教育ということに力を入れていた

だきたいと思っております。 

幼稚園の間に、多少なり分かるということもあるかもしれませんが、段々と成長す

るにしたがって、その差が段々と出てくるということをよく聞くのですね。学習の面

で遅れがないと、それなりに気がついていかないということになってしまうので、早

期発見というのは、幼稚園の時代、学校の低学年の場合に気付いていただきたいとい

うことで、支援教育の充実とか、それから普通の子どもさんにも、教育の現場として

こういう障害なのだよということをすごく理解していただかないと、「この子は変だ

な」と思われて、いじめに遭っても困りますし、そういうことをしていただきたいな

と思っております。私の子どもを連れて、孫を連れて遊びに行ったら、「この子はど

うしてしゃべらないの」と普通の子どもさんが聞いてくるのですけれども、私も説明

の仕方に困ってしまったこともあって、普通の子どもさんに理解していただく、福祉

教室というのでしょうか、そういうことをしっかりとしていただきたいなというの

が、私の個人的な希望ではあります。 

それから、障害の軽い方というのは年金がほとんどないという状態で、親はいつま

ででも働かなければいけないのかなという感じで、障害があると収入も知れたもので

すので、生活面が続いていかないのです。ほんのちょっとしたお小遣いくらいにしか

なっていかないと思いますので、後々は生活保護があるということも聞いてはいます

が、そういう簡単な問題ではないので、何かそれなりに、少し援助があると良いのか

なと思います。多分国では無理なので、市の方ではないかと私は思っております。 

それから、若いお母さんたちの希望として、障害者スポーツをもう少しやって欲し

いということがありました。普通の方のスポーツ教育というか、スポーツはすごく多
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いのですけれども、その中に障害の方が入っていくというのは、すごく難しい問題が

あって、障害者で何かできたら良いのではないかということで、何かやれませんかと

いうことを社会福祉課にお願いにあがったらしいのですけれども、知的な問題もあり

ますので、頭を使う問題というのは難しいのかなと思ったりもします。 

この前、アルコで愛知県のスポーツ大会があって、卓球と水泳があったのですけれ

ども、卓球なんかは車椅子の方、片手の方でも、本当に上手にやってみえて、どうし

ても球を取りにいくことができないということで、そこにボランティアの方がちゃん

とついていて、球を拾ってお渡しして、またゲームが始まっていくということを、ず

っと私も上から見ていたのですけれども、これは良いな、こんなことができたら良い

なということで、どうしても年々太っていくのが気にかかるところで、運動不足では

ないかなとすごく感じておりますので、障害のある方もスポーツができると良いなと

思っています。 

時間はまだよろしいでしょか。 

 

（野田会長） 

大分時間がたちましたが、結構ですよ。結構ですが、手短にお願いいたします。 

 

（渡辺委員） 

あとは成年後見制度、これは制度の問題、国が関わっていることですので、こちら

でどうこう言うことではないかもしれませんが、使い方がもう少し何とかならないの

かなと、使ってみえる方の愚痴を聞くこともありますので、もうちょっと良い方法は

ないのかなとか思ったりしております。 

また、西日本の方で豪雨がありました。災害時支援ということで、防災の方でも避

難行動要支援者名簿、この仕組みをしっかりと作って、誘導などをしていただきたい

なと思っております。これは、こちらの方から登録をしないと台帳に載っていかない

ということもあって、それが皆様のところにあまり行き渡っていないのかもしれませ

んので、そういうことはもう少しＰＲしていただくと良いと思います。突然災害が起

こったりすると、どうしたら良いのか分からないということで、東海豪雨の時に、水

の中で立っていたという女の子もいましたので、そのあたりのことを聞くとちょっと

ぐっときますので、災害の方のことも考えていただきたいと思います。 

それから、アートを生かす工夫というのでしょうか、清須市でも、福祉ガイドに障

害の方が描いた絵が載っていたりということもあるのですが、愛知県の方では、色々

なグッズに絵を入れたりして、色々な活用をしているようですので、そちらの方も少

ししていただけたら良いのかなと思います。 

すみません、ちょっと私の愚痴になってしまいましたが、聞いていただけてうれし

いです。ありがとうございます。 
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（野田会長） 

ありがとうございました。それでは、山田委員、お願いいたします。 

 

（山田委員） 

山田でございます。 

行政改革推進委員会に出席しておりまして、第２次総合計画の策定にも携わらせて

いただきました。ここで前期の３年を踏まえて、後期５年の新たな基本計画を立てて

いくというような形になろうかと思うのですが、資料３の第２回審議会の下の方に、

「前期基本計画の検証・課題整理」とありますが、これをやらないことには何もでき

ないので、この検証と課題整理について、しっかり取り組んでいただきたいというの

が一つです。 

その中で、前回行われた行政改革推進委員会でも、個別の評価について色々お話を

させていただいたところで、子育てのしやすいまちづくり、子育て支援の充実という

ような案件で、幾つか具体的な計画を進めていただいたことによって、非常に皆様の

満足度も高まって、充実してきているということを非常に感じています。 

若い世代の方が流入してきて、その方たちに対応できる状況が整いつつあるという

状況に、今はあるのだと思います。先ほど、子ども会連絡協議会の浅田さんからは、

なかなかまだ子育て世代には向いてもらっていないのだというご意見もありました

ので、よりしっかり充実した形で進めていくことが、将来的に清須市を充実させてい

くという方向性に向かうのではないでしょうか。 

これは基本計画なものですから、総合計画の本を見ますと、「施策の展開」という

ところで１行、２行で書かれていることがほとんどです。これは計画ですので、この

下に実施計画というものが個別にあって、より具体的に進められているかと思いま

す。行政改革の方でも、その一部については検証して、これはちょっと考え方がおか

しいのではないかとか、方向性が違うのではないかとか、もっと違った側面できちん

と評価しないのかというようなことをご意見させていただいております。 

行政の方でも、一生懸命取り組んでいただいているかとは思いますが、やはりその

形が皆様になかなか伝わっていないというのが事実かと思いますので、次の基本計画

を策定するに当たっても、たかだか１行の文ではなくて、もう少し具体的なものをし

っかり出していただければ、それを基にすれば、当然実施計画はさらにしっかりした

ものを作らざるを得ないと思うのですね。そういった形のものを行政さんの方から上

げてきていただけると、非常にありがたいと思います。 

あと一つは、各公共的団体の方には補助金というものが支出されておりまして、出

していますよ、出しますよという形の計画がほぼ全体的なことで、何を目標にして出

しているのか、どこからどこまでの範囲をその団体さんにお願いしてやってもらって

いるのか、そういったことをしっかりとやっていただきたい。前回までのながれでお

金を出されていることが非常に多いように思われますので、これは効率化という面で
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はございません。その団体に何を頼んでいるのかということをはっきりさせていただ

かないと、基本計画では、そういった団体にお金を出すことで、大きな目標を達成し

てもらうようにしていますよというような表現にしかなっていないものですから、そ

こをよりしっかり、具体的な形で、実施計画が立てられるような形で基本計画を作っ

ていただきたいと思います。 

あと一つ、市街地整備等ということで、区画整理事業を非常に多くやってみえます。

駅前、名鉄の駅前もＪＲの駅前も、区画整理に入ったように思っております。そうす

ると将来的には、やはりそこに住宅も建つでしょうし、若い世代の方が流入するかと

思います。その時に、ただやって来たからということで、後手で何かをするのではな

くて、それに向かって既に動き始めているということを、しっかりやっていただきた

い、しっかり書いていただきたい、そういうことですね。 

それによって、企業さんはそこにメリットがある、チャンスがあるということで、

店舗を出すとか、流入してくると思います。新しいお店ができたからといって、そこ

にわざわざ隣に、自分の家を作りにいく方は少ないかと思いますので、逆に人が集ま

ることによって店舗ができる、そこに事業のチャンスがあるのだったら流入してく

る。その流入してくるのをあらかじめ予想して、市としてはこういう政策を提示して

いますというようなながれを、計画の中で作っていただければありがたいと思いま

す。以上です。 

 

（野田会長） 

ありがとうございました。それでは、齋藤委員、お願いいたします。 

 

（齋藤委員） 

齋藤です。 

全体的に申し上げますと、清須市にはせっかく朝日遺跡、それから清洲城がありま

す。信長の天下取りの起点となった清洲城を基にした、朝日遺跡と清洲城を結ぶ何か、

それを目玉にして人を呼ぶような施設というのでしょうか、色々愛知県の方でも考え

ていただいておりますが、「観光清須」として、これからのビジョンを打ち立ててい

ただいて、それにお手伝いができたら良いなと思っています。 

それから、専門の方ですけれども、防災に関して２点ばかりございます。 

まず１点目は、清須市自体が大きな一級河川、庄内川、新川、五条川という三つの

川に囲まれたまちなのです。「水と歴史に織りなされた」、その歴史を織りなしてきた

ものが、時として凶器というのでしょうか、18年前の東海豪雨のような、すごい災害

になるおそれがあります。やはりこれからも、治水対策というのは忘れてはならない

と思っております。 

その治水対策について、消防でも色々なことをやっておりますが、なかなか自然の

脅威というものにはかないません。災害が起きた場合に、いかに復興に向けて立ち上
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がれるかという、そういうまちづくりの視点を考えていきたいと思っております。 

それから、その三つの大きな河川、歴史を織りなしてきた河川と、これから将来的

にもうまくつき合えるようなまちにしていきたいと思います。 

２点目ですけれども、第１次総合計画から委員として携わってきましたが、第２次

の前期計画の時に、空き家対策ということを市にお願いしたのですけれども、毎年、

「尾張西枇杷島まつり」というものがありまして、具体的な例を申し上げますと、二

ツ杁の駅の近くに、本当に壊れかけの家が１年半くらい前まではあったのです。祭り

自体の見学者が増えてきまして、そこを通って美濃路へ行くわけなのですけれども、

いつ壊れるか、瓦が落ちてくるかといつも心配しておりましたが、１年前、前回から

はきれいに駐車場にしていただいて、本当に空き家対策というのが、やっと何年もか

かって、一つずつ解決していっているなとは思いますが、まだまだ空き家というのは

清須市内にたくさんあります。防災の面からでも、色々な災害を防ぐ面においても、

これからも一つのビジョンとしてやっていきたいと思います。 

以上のことですけれども、やはり防災の面からでも、今は近所付き合いがものすご

く少なくなってきています。昔は隣組といって、隣のことを何でも知って、隣組で行

動していたのですが、今の世知辛い世の中というのでしょうか、隣に誰が住んでみえ

るかも分からないような時代になってきました。 

これからは、自主防災を中心として、色々な災害に対して、色々な訓練を、時間を

決めずに、これからも消防の方もやっていきたいと思います。これから何年間も、子

どものために、清須市が安心・安全なまちであるように考えていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

（野田会長） 

ありがとうございました。それでは、最後に前田委員、お願いします。 

 

（前田委員） 

公共交通会議の前田でございます。最後のトリになりました。待っている時間の方

が、お一人ずつ委員さんが発言された後、今度自分は何をしゃべろうかなということ

で、精神的にまいるのがラストでございます。 

そういった意味で、今後、平成 32 年度以降の計画の策定に向けてということで、

参考資料３の基本目標①の「施策③ 観光アクセスの充実」の中でも、「あしがるバ

ス」の施策があって、そして基本目標③の中でも、ご老人方が自ら進んで行動すると

いうことで、確かに「あしがるバス」もその一助になるかなということで、公共交通

対策は大変重要なものと思っております。 

そして最後に、基本目標④の「施策④ 公共交通の充実」、今よりももっと「あし

がるバス」の認知度を高くしていきたいというのが、公共交通会議の一つの目標でも

ございますし、既設の市内の鉄道網、これも名古屋へ出るには本当にすばらしいとこ
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ろですけれども、合併で市が大きくなりましたことから、少し不便になっているので

はないかなということで、この交通網の充実というのは大変重要ではないかなと思っ

ております。 

次の「施策⑤ 公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進」でも、市民としては、

市内が広くなったことで、市内での移動の手段として公共交通機関というものが大変

必要ではないかと思っております。 

そういう中で、私が少しメモしてきたことは、日々目に止まります「あしがるバス」

の運行事業に関わり、皆様ご承知のように、この事業そのものは多少事業費がかかり

ますが、今言いましたように、評価される事業の部類に入ると思います。市内の公共

交通事業の充実は、大変重要でございます。 

そして、市民目線での福祉、日常生活等の手助けとしたり、広く外出する機会を与

えたり、また、まち全体を明るくするのも、交通機関の一つとして大変重要でござい

ますので、どうか市の方としても、施策、事業の一つとして大変重要であるというこ

とで、「あしがるバス」の事業をさらに広め、そして周知していくことも大変重要で

あるということを認識していただきたいと思います。 

先ほど言いましたように、清須市は合併して今の状況にございます。ご存じのよう

に、各地域から都心、名古屋の方に出るには大変に都合の良いまちでございます。そ

ういった中で、市内の移動の交通利便に関しては、少し利便さを欠いているというこ

とに気がつきます。この補完に当たる「あしがるバス」の運行は、これからも大変重

要であるという認識で、そのような感じで、公共交通会議があるたびに思うのが私で

ございます。以上でございます。 

 

（野田会長） 

ありがとうございました。 

皆様から色々なご意見をいただきました。それをうまくまとめることはできないの

ですけれども、皆様からいただいたご意見を、三つの観点というふうに整理してみま

した。 

一つ目は、これは整理ということにはなってはいないのですが、個別のアイディア

ですね。議事録をきちんと取っていただいているかと思いますので、それを各課の方

にお伝えいただくということでお願いできればと思います。 

本当に色々な観点をいただきました。観光資源をいかにアクセスさせるのかとか、

展示の話とか、企業立地の促進であるとか、土地利用、農業の振興ではなくて管理と

か、あるいは市全体の取組、これも面白いですね。旧町でやっている体育祭を市全体

でやるとか、それから福祉の教室という観点でやったらどうかとか、今お伝えいただ

いた公共交通に関わる話もそうだったと思います。様々な個別のアイディアについて

いただいたというのが一つ目です。 

二つ目は、協働に関する話が結構たくさん出たかなと思います。今やほぼ全ての分
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野で、協働なくして、市の施策は推進できないというくらいになりつつあるのではな

いか、全部ではないにしても、かなりそういうふうになってきているのではないかと

思います。 

これは、皆様が思っていらっしゃることを踏まえて、皆様と協力し合いながら進め

ていく内容だと思います。観光、防災、それから学童保育、地域包括ケアシステムそ

のものもそうですし、「女性の会」における取組もそうでした。そういった協働を、

協力して推進いただければなと思います。 

三つ目は、ちょっと抽象的にはなるのですが、市民と市との関係を、もう一回再確

認すべきだというような話に通じる意見が出たと思います。これは広聴の仕組みです

ね。広報とは違う広聴、いかに意見を聞くのかということに関わる話だったと思いま

す。 

これは例えば、不満をどこに言えば良いのか分からない、そういうことによって、

意見を言わない状態が続いていくと、自分は関係ないという形になっていって、結局

我慢してしまう。ところが、皆様の税金を基にしながら、様々な施策を市に付託、信

託しているということからいくと、市と市民との関係をもう一回再考するために、広

聴の仕組みをもう一回考えていくという、そういうお話につながるかなと思います。 

そういった協働とか広聴に関する話の検討をきっちりしていくという意味は、皆様

のための計画ですので、皆様が納得できる計画にしていくということにつながるかな

と思います。納得するためには、山田委員がおっしゃったような検証と課題ですね、

これまでの検証と課題をきっちりと整理していった上で、どこに問題があったのか、

どう展開していくのかということになるのだと思います。うまくまとめていないかも

しれないですが、そういう形になるのではないかなと思います。 

ということで、今回皆様からいただいた意見は、次の審議会、１月にはなりますけ

れども、骨子の検討という形になっていきますので、皆様の意見も踏まえて骨子を事

務局の方でまとめていただいて、それをご提示していただいて、また次回ご検討いた

だければと思います。 

以上で予定されていた議事は全て終了しましたけれども、この際、一言だけ何か言

っておいた方が良いということがあれば、今お受けしたいと思いますが、どうでしょ

うか、皆様、何かございましたら。よろしいでしょうか。 

長時間にわたり、どうもありがとうございました。 

それでは、事務局の方にお返ししたいと思います。よろしくお願いします。 

 

10 閉会 

（河口企画部次長兼企画政策課長） 

皆様、色々なご意見をいただきましてありがとうございました。 

事務局からは特にございませんけれども、第２回の審議会につきましては平成 31

年の１月頃の開催を予定しております。 
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詳細につきましては、改めてお知らせをさせていただきますので、よろしくお願い

したいと思います。 

本日は長時間にわたり、ご審議を賜りましてありがとうございました。 

以上で終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。 
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